
様式４（追加）（2021.1.版）

単位：円

変更金額
（税抜）

消費税
８％分

消費税
10％分

2019/4/1

資産の譲渡等
の累積額
(Ｂ)

精算時の資産
の譲渡等の金額

(Ｃ)＝(Ａ)－(Ｂ)

総　額

８％対象

10％対象 0

消費税総額　＝　【既払消費税額】＋【精算確定時点の消費税額】：　

【本様式対象案件】
　以下に当たる契約については、契約金額の中で、８％の消費税率を乗ずる金額と１０％の消費税率を乗ずる金額を確認する必要があるため、「契約金額精算報告内訳書（様式４）」の添付資料として、本様
式「消費税額確認表」を提出願います。
　2019年3月31日以前に締結した契約（＝消費増税の経過措置適用契約）のうち、2019年4月1日以降に１度でも契約変更を行った契約（契約変更を行っていない契約については、消費税率は一律８％となりま
す。）

消費税額確認表

契約金額（変更履歴） 支払実績（前金払・部分払・概算払）

日付
契約金額
（税込）

契約金額
（税抜）

変更分 契約金相当額

（税抜）注１）

(Ａ)

資産の譲渡等

の額（税抜）注２）

(Ａ)×0.9＝(Ｂ)

消費税額

(Ｂ)×消費税率
備　考

累計金額　

精　算

精算金額（税抜）
消費税額

(Ｃ)×消費税率
備　考

精算金額総額
(Ａ)

精算確定時点の消費税額注７）



様式４（追加）（2021.1.版）

単位：円

変更金額
（税抜）

消費税
８％分

消費税
10％分

2017/11/2 139,073,760 128,772,000 10,301,760

2017/11/28 0 0 0 前金払 55,629,000円

2018/10/11 179,990,640 166,658,000 37,886,000 3,030,880

2019/2/28 229,920,120 212,889,000 46,231,000 3,698,480

2019/4/1

2019/4/1 124,774,000 112,296,600 8,983,728 部分払① 79,673,000円

2019/9/1 280,714,820 259,066,000 46,177,000 4,617,700

124,774,000 112,296,600 8,983,728 135,302,000円

資産の譲渡等
の累積額
(Ｂ)

精算時の資産
の譲渡等の金額

(Ｃ)＝(Ａ)－(Ｂ)

総　額 112,296,600 139,853,400

８％対象 112,296,600 100,592,400 8,047,392

10％対象 0 39,261,000 3,926,100

11,973,492

消費税総額　＝　【既払消費税額】＋【精算確定時点の消費税額】：　 20,957,220

【本様式対象案件】
　以下に当たる契約については、契約金額の中で、８％の消費税率を乗ずる金額と１０％の消費税率を乗ずる金額を確認する必要があるため、「契約金額精算報告内訳書（様式４）」の添付資料として、本様式「消費
税額確認表」を提出願います。
　2019年3月31日以前に締結した契約（＝消費増税の経過措置適用契約）のうち、2019年4月1日以降に１度でも契約変更を行った契約（契約変更を行っていない契約については、消費税率は一律８％となります。）

消費税額確認表

契約金額（変更履歴） 支払実績（前金払・部分払・概算払）

日付
契約金額
（税込）

契約金額
（税抜）

変更分 契約金相当額

（税抜）注１）

(Ａ)

資産の譲渡等

の額（税抜）注２）

(Ａ)×0.9＝(Ｂ)

消費税額

(Ｂ)×消費税率
備　考

累計金額　

精　算

精算金額（税抜）
消費税額

(Ｃ)×消費税率
備　考

精算金額総額
(Ａ)

252,150,000

212,889,000

39,261,000

精算確定時点の消費税額注７）

注１）「契約金相当額（税抜）」とは、部分払金額を算定する際の当該部分完了業務に対する「出来高」に値するものであり、この「契約金相当額（税抜）」から１割の保留金と前金払からの償還額を控
　　除した金額が、部分払の金額となります。

注７）「精算確定時点の消費税額」とは、「資産の譲渡等の額」全額（＝精算金額（税抜））から、部分払により既に納入を受けている既払の「資産の譲渡等の額」を控除した金額に消費税率を乗じて算
　　定したものです。

注２）部分払における消費税の額は、注１）の契約金相当額（税抜）から１割の保留金を控除した金額（これを「資産譲渡等の額（税抜）」と表現しています。）に対して、税率を乗じることにより算出
　　されます。

注３）前金払及び概算払については、契約金相当額（税抜）は０円となりますので、「資産譲渡等の額（税抜）」及び「消費税額」についても０円となります。前金払及び概算払の金額については、備考
　　欄に記載してください。

注４）支払いに係る消費税率の適用基準は以下のとおりです。
　　・2019年3月31日以前の契約締結及び変更契約に基づく契約金額に対する支払いについては、８％。
　　・2019年4月1日以降の契約締結及び変更契約に基づく契約金額のうち、
　　　　2019年9月30日までに完了した業務に対する金額（＝資産の譲渡等の金額）に対しては、８％。
　　　　2019年10月1日以降に完了した業務に対する金額（＝資産の譲渡等の金額）に対しては、１０％。

注５）2019年10月1日以降に「検査・合格」となった『部分払』については、「資産譲渡等の額（税抜）」の累計が、2019年3月31日時点での「契約金額（税抜）」を超過した場合、超過した金額（税抜）
　　分について、「2019年4月1日以降の契約変更により増額された契約金額に対する支払い」とみなされますので、消費税率10％が適用されます。
　　　このような事態が発生するのは、2019年4月1日以降に増額契約変更した上で、当該増額の業務について部分払を設定した場合など、極めて限られた場合となります。このような事態が発生した場合
　　には、機構から、消費税額計算に係る修正を求めることがあります。

注６）「精算」ボックスにおける「資産の譲渡等の既払額（Ｂ）」についての「不課税対象」と「課税対象」の区分は、本様式のみでは確認できませんので、部分払に際して根拠とした「契約金相当額
　　計算書」等を確認して、記入してください。同じく、「資産の譲渡等の既払額（Ｂ）」の「課税対象」の金額に係る「８％対象」と「１０％対象」の区分方法については、精算報告書チェックの過程
　　で、確認・合意させて頂きます。


